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困ったときの育児を手助け
～ファミリーサポートセンター（子育て支援サービス）～

　ファミリーサポートセンターは、子育ての手助けが必要な人と子育ての手伝いができる人が会員に

なり、お互いに地域の中で助け合いながら子育てをする有償のボランティア組織で、この事業の運営

は市が行います。

　センターでは８月からサポート事業を始めていますが、育児援助を受けたい人（依頼会員）と育児

援助を行う保育サポーター（提供会員）を募集しています。会費・保険料は無料で、市内在住の人な

ら、どなたでも会員になれます。

◆こんな場合にご利用ください

・残業で保育園の迎えに行けない　

・休日出勤が入って子どもを見る人がいない

・遅番で、学童保育終了後も帰れない

・最近、育児に疲れ気味…。少し気分転換を

したほうがいいかも

◆センターの援助の内容は…

・保育所、学童保育等の送り迎え　

・学校の放課後、保育施設の開所時間外の預

かり

・残業時や軽度の病時の預かり

・その他、子育てに必要な支援

〔ファミリーサポートセンターの流れ〕

※援助対象となる児童は、原則として生後６カ月から１０歳未満までの子どもです。

７００円
基本時間

（午前７時～午後７時）
平　日

一 般 保 育 ８００円
基本時間外

（上記時間外）

８００円終　　日
土・日曜日、祝日、

年末年始

９００円終　　日軽度の病児保育

■利用料・報酬（１時間当たり）

■問い合わせ、利用・会員申し込み　

　社会福祉課児童福祉係（��０２６４）、または子育て支援センター（��２４５０）

※ミルク代・おやつ代等は、依頼会員が実費を負担するか、用意していただきます。
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各種手当等の申請をお忘れなく!
　市は、次に該当する人に対して、手当等を支給しています。
　受給には申請が必要となりますので、忘れずに手続きしてください。

■問い合わせ・申請先
　社会福祉課児童福祉係（��０２６４）
　または各地域局住民福祉課（有漢��３２１２、成羽��３２１３、川上��２２００、備中��４５１２）

現在受給中の人対　　象手　当　名

「現況届」を未提出の人は、早急に提出
してください。提出されない場合は手当
が支給されないことがありますので、ご
注意ください。

小学校修了前の児童を監護（※）している人①児童手当

８月２９日�までに、「現況届」を社会福
祉課または各地域局住民福祉課へ提出
してください。

母子家庭（父母が婚姻を解消した、父が
死亡した、父が重度の障害状態にある、
父が行方不明、父が児童を１年以上遺棄
している、母が婚姻によらないで懐胎し
た等の状態にある児童を養育している
家庭）であり、１８歳未満の児童を監護
している人

②児童扶養手当

９月１０日�までに、「所得状況届」を社
会福祉課または各地域局住民福祉課へ
提出してください。

２０歳未満の精神または身体に障害のあ
る児童を監護している人③特別児童扶養手当

２０歳未満で、精神または身体に重度の障
害があり、日常生活において常時特別な
介護が必要な児童

④障害児福祉手当

２０歳以上で、精神または身体に重度の障
害があり、日常生活において常時特別な
介護を必要とする人

⑤特別障害者手当

 （※）監護 ･･･ 児童の生活の面倒を見ていること
ただし、次の場合は手当を受けられません。
①………受給される人の所得が一定額を超える場合
②～⑤…受給者、障害者（児）または扶養義務者の所得が一定額を超える場合
②～⑤…対象児童、障害者（児）が社会福祉施設・児童入所施設等に入所している場合など

☆手当について

年金額（年額）対　　象年金（激励金）名

�の場合…７３,５００円
�の場合…３６,８００円

身体に障害がある２０歳未満の児童で、
下記に該当する児童。ただし、障害児
福祉手当を受給中の人は対象となりま
せん。
�身体障害者手帳１・２級、または知
能指数がおおむね３５以下の場合

�身体障害者手帳３級、または知能指
数がおおむね３６以上５０以下の場合

①心身障害児童年金

※児童１人につき
両親を亡くした児童 ………… ３６,８００円
両親の一方を亡くした児童…２４,３００円

両親またはその一方を亡くした児童
で、１５歳に達した年度末までの児童、
およびその後も引き続き中学校に在学
するもの。

②遺児年金

☆年金・激励金について


